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◆ 様式についての注意点 

本様式集の様式には、避難所内の情報整理に活用するものと、三豊市災害対策本部へ

の報告・要請に活用するものの2 種類があります。 

⇒ 避難所内の情報整理に活用する様式については、地域の既存の様式を活用するなど

も可能です。 

⇒ 三豊市災害対策本部への報告・要請に活用する「様式1」「様式5」については、市

共通でとりまとめますので、本様式集のものを活用してください。 

※各様式に（共通様式）と記載しています。 
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各班とりまとめ→避難所担当職員・施設管理者等・情報班→三豊市災害対策本部 様 式 1 

◇三豊市対策本部への要請事項・連絡事項 
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◇三豊市対策本部への要請事項・連絡事項 

災害時避難行動支援者について、特に三豊市との調整が必要な事項（福祉避難所への避難の必

要がある場合など）は、特記しましょう。 災害時避難行動支援者のうち２名

は、避難所での生活が困難 

・各班が活動する中で、三豊市災害対策本部への要請が必要とされるものなどを記載し、要請や連

絡調整を行います。 
・運営会議を開催した際は、要請が必要な事項についてよく話し合いましょう。 
・発災直後は、要請への対応が困難なものがあります。要請したことで解決したものとせずに、必要

に応じて三豊市災害対策本部との連絡や調整を行いましょう。 ・災害時避難行動支援者２名について、福祉避難所の受け入れについて調

整を要請します。 
・生活用水の確保が困難ですので、給水車の派遣を要請します。 
・簡易組み立てトイレの排せつ物がたまったため、汲み取りを要請します。 
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三豊市高瀬町下勝間 2373 

0875-73-3119  代表者携帯 090(***)**** 

0875-73-3119   

所属している自治会などがあれば記載してください。 
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所属している自治会などがあれば記載してください。 
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0875-73-3119 
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食料物資班→避難所担当職員・施設管理者等・情報班→三豊市災害対策本部 
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○大規模な災害の発生当初は、物資の支援が困難なことも多いため、品目欄には、最低

限の品目が記載されています。 

○該当品目の必要数を記載し送付します。欄に記載の無い品目で必要なものは、別途記

載して要請します。（要請＝確保とはなりませんので注意してください｡） 

報告者の氏名を記載し、該当する役職に○を付けてください。 

○物資支援が円滑に行われるようになり、支援できる品目が増えた場合は､市がリス卜や

新たな依頼票を作成するなどして周知します。 

○依頼票は基本的に三豊市災害対策本部へＦＡＸで送付しますが、市が「物資集配拠点」

を設置した場合は､拠点と避難所を行き来する搬送担当者へ直接渡すなど､対応を変更

することがあります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○一番右の欄は、要請を受けた三豊市災害対策本部や物資集配拠点の担当が記載します。 

○要請に対する配送数を記載します。 

○最下段（左）は、物資を配送する担当者が氏名を記載します。 

○最下段（右）は、避難所で物資を受領したときに、食料物資班等がサインを記載します。 

○サインを受けた様式は、配送担当者が配送元（三豊市災害対策本部や集配拠点）に返却

し、物資の受け取りの確認を行います。 
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